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�愛媛県告示第７７１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２３年６月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジグラン松山 松山市宮西一丁目２
－１ 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジほか３６
者

株式会社フジほか４２
者

平成２３年
４月２７日
ほか

平成２３年
５月２６日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第７７２号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第１項

の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し、及び２のとおり指定漁船

調書を縦覧に供する。

平成２３年６月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出事項

（東予地方局管内）

� 目 次 �
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労働委員会公告

○ 調停申請の公示……………………………………………………………５４１

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

毎週（火・金）曜日発行 第２２７４号 平成２３年６月１０日

平成２３年６月１０日金曜日 第２２７４号

愛 媛 県 報

５３８



��������������

��������������

��������������

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

西条市今在家１８４－２

日 野 清 見

西条市北条１２３５－２５

中 津 正 義

西条市今在家２７５

近 藤 長 武
吉 井 河原津漁業協同組合

２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

平成２３年６月１０日から同年６月２４日まで

� 縦覧場所

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる場所

東予地 方 局 管 内 の 加 入 区 東予地方局産業経済部水産課

�愛媛県告示第７７３号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第１項

の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し、及び２のとおり指定漁船

調書を縦覧に供する。

平成２３年６月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出事項

（中予地方局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

松山市高浜町１丁目１４０５

稲 田 節 典

松山市高浜町２丁目乙６９－１４

沖 野 鶴 重

松山市高浜町３丁目１５０３－２５

高 木 伊勢吉
高 浜 高浜町漁業協同組合

松山市高浜町６丁目１７８４－７

沖 野 安 夫

松山市高浜町６丁目１６１３－１１

網 矢 光 憲

松山市高浜町５丁目乙７４－２１４

網 矢 興 三
高 浜 松山市漁業協同組合

２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

平成２３年６月１０日から同年６月２４日まで

� 縦覧場所

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる場所

中予地 方 局 管 内 の 加 入 区 中予地方局産業経済部水産課

�愛媛県告示第７７４号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更が許可されたので、愛媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第４２号）

第５条第６項の規定により告示する。

平成２３年６月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７７５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

指定

番号

売 り さ ば き 人 変 更 事 項 変更許可

年 月 日住 所 氏 名 又 は 名 称 新 旧

八第
６号

西予市宇和町卯之町三丁目４３４
番地１

西予市 売りさばき人
西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地
１
西予市
売さばき所
西予市三瓶町朝立１番耕地３６０番地
１ 西予市三瓶支所

売りさばき人
西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地
１
西予市
売さばき所
西予市三瓶町朝立７番耕地２８７番地
３ 西予市三瓶総合支所

平成２３年
５月２３日

愛 媛 県 報平成２３年６月１０日 第２２７４号

５３９
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�愛媛県告示第７７９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西予市三瓶町土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２３年６月１０日

愛媛県南予地方局長 山 本 龍 典

�������
�愛媛県告示第７８０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

肱川町土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２３年６月１０日

愛媛県南予地方局長 山 本 龍 典

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年６月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７７６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年６月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７７７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２３年６月１０日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県告示第７７８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２３年６月１０日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県告示第７８１号
次のとおり落札者を決定した。

平成２３年６月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 石鎚丹原線
西条市丹原町今井４２４番５から

同市丹原町今井４１７番８まで

旧 １２．０～１２．５ ０．０３７

新 １７．０ ０．０３７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 石鎚丹原線
西条市丹原町今井４２４番５から

同市丹原町今井４１７番８まで
平成２３年６月１０日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２３中局建（開）第８号

平成２３年６月１日
東温市志津川字八反地甲１６８８番１

松山市平井町甲３６４９番地３

石 割 稔

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２３中局建（開）第９号

平成２３年６月２日
東温市田窪字井手ノ上１９８番３

東温市南方５２１番地１
エスポワール紫音Ａ１０１号
平 岡 祐 紀
平 岡 真 由 美

愛 媛 県 報平成２３年６月１０日 第２２７４号

５４０



公 告

労働委員会公告

�公 告

労働関係調整法（昭和２１年法律第２５号）第１８条第３号の規定によ

り調停の申請があったので、労働関係調整法施行令（昭和２１年勅令

第４７８号）第７条第２項の規定により次のとおり公表する。

平成２３年６月１０日

愛媛県労働委員会

会長 白 石 喜 �
１ 申請年月日

平成２３年５月３０日

２ 関係当事者

申請者 宇和島市柿原１２８０番地

全国一般正光会労働組合

執行委員長 大野 久

被申請者 宇和島市柿原１２８０番地

財団法人正光会

理事長 渡部 三郎

３ 事業の種別

医療業

４ 調停事項

組合員２名に対する懲戒処分の撤回等

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２３年６月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

交通管制センター、サブセンター等
設備保守業務委託

愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成２３年４月２０日

パナソニックシステム
ソリューションズジャ
パン株式会社 四国社
香川県高松市勅使町１８
１番地５

５２，５００，０００円 一般競争入札 平成２３年３月１１日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２３年５月３０日 特定非営利活動法人
愛媛ＳＴＹＬＥ 川 � 幸 三 松山市宮田町１３１番地１松山第一

ビル
この法人は、就労可能な被生活保護者等の未就
労者に対して、収入の安定につながる役務の提
供と雇用希望企業での研修斡旋及び就労に必要
な技術の習得に関する事業を行い、社会生活の
自立再生に寄与することを目的とする。

平成２３年６月１０日 発行

愛 媛 県 報平成２３年６月１０日 第２２７４号

５４１


